
手帳をお持ちの方へ（お願い）



障害者雇用促進法に基づき、現在、企業には雇用している職員の2.7％以上、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用しなければならないという障害者雇用義務が課されています。
また、障害者雇用義務の達成状況については、必要な時期に障害者雇用状況の報告を国へ行うこととなっております。
　つきましては、障害者手帳をお持ちの方で、その情報を下記のとおり利用することについてご了承いただける場合は、●●まで申出願います。
　その際、あなたの個人情報は、当社において厳格に管理します。

　本件は申出を強制するものではなく、下記のとおり利用することについてご了承いただけた場合にのみ、申出をお願いするものです。また、申出があったことを理由として、職場において不利益な取扱いを行うことは一切ありません。

記
１　利用目的及び必要な情報
○　障害者雇用状況の報告
毎年６月１日における障害者の雇用状況を、国へ報告しなければならないこととなっています。
このため、企業は、雇用する職員のうち、障害者である職員の人数を、障害種別・程度ごとに把握する必要があります。
２　毎年度の利用
障害者雇用状況の報告は毎年度１回行わなければならないこととされていることから、当社は、障害者雇用状況の報告等の業務の実施に当たり、今回あなたから申し出ていただいた情報を毎年度利用することとなりますので、あらかじめご了承ください。
なお、当社が、申し出ていただいた情報を、本人の同意無く障害者雇用状況の報告以外の利用目的のために用いることは一切ありません。

３　情報の更新
　 今回申し出ていただいた情報について、毎年度障害者雇用状況の報告等のために用いるに当たり、内容に変更があると考えられるような場合には、障害者雇用状況の報告等の実施に必要な範囲で、変更の有無について確認を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、情報の内容の変更とは、具体的には、障害等級の変更や、有効期限を過ぎた精神障害者保健福祉手帳の更新の有無等を想定しています。このため、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の有効期限を届け出てください。
また、今回申し出ていただいた情報について、その内容の正確性を確保する観点から、障害等級に変更があった場合や、精神障害者保健福祉手帳を返却した場合には、その旨●●まで連絡してください。
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